
資

料

中
華
人
民
共
和
国
中
外
合
作
経
営
企
業
法
及
び
関
連
法
令
の
制
定
に
向
け
て

宮

茂

夫

l
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一
九
八
九
年
六
月
の
中
国
天
安
門
事
件
は
、
こ
れ
ま
で
順
調
に
進
展
し
て
き
た
我
が
国
を
始
め
と
す
る
西
欧
諸
国
の
対
中
経
済
協
力
関
係
を
一
挙
に
凍

結
し
、
中
国
を
世
界
の
孤
児
と
化
す
る
状
況
を
作
り
出
し
た
。
江
沢
民
総
書
記
、
李
鵬
首
相
を
始
め
と
す
る
中
国
の
新
指
導
部
は
、
中
国
は
共
産
党
の
指

導
の
下
で
、
社
会
主
義
の
道
を
歩
む
と
す
る
立
場
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
一

O
年
来
の
経
済
改
革
に
つ
い
て
は
、
対
外
開
放
政
策
を
変
更
せ
ず
、
さ
ら
に

継
続
発
展
さ
せ
る
旨
を
改
め
て
表
現
し
た
。
欧
米
主
要
国
の
対
中
政
策
に
比
し
、
我
が
国
の
政
府
、
経
済
界
の
対
応
は
、
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て

お
り
、
九
月
一
一
一
一
一
日
現
在
、
政
府
に
よ
る
八
一

O
O億
円
の
第
三
次
円
借
款
を
中
心
と
す
る
新
規
協
力
の
再
開
は
、
依
然
と
し
て
慎
重
で
は
あ
る
も
の
の
、

経
済
界
は
、
日
中
経
済
協
会
が
代
表
団
の
対
中
派
遣
を
検
討
す
る
な
ど
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
独
自
の
再
開
の
勤
き
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る。
さ
て
、
私
が
特
に
標
記
の
課
題
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
現
在
、
私
の
下
で
研
修
生
と
し
て
日
本
商
法
、
就
中
、
会
社
法
の
勉
学
に
精
励
し
て
い
る
戴

雲
降
君
の
来
日
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
戴
君
は
、
一
九
八
六
年
七
月
、
上
海
市
外
国
語
学
院
夜
間
大
学
日
本
語
科
を
卒
業
、
そ
れ
以
前
か
ら
上
海
投
資

信
託
公
司
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
で
、
主
と
し
て
外
資
企
業
、
中
外
合
弁
企
業
の
設
立
、
中
外
合
作
経
営
、
補
償
貿
易
等
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
き
、
当

139 



140 

事
者
に
代
っ
て
、
こ
れ
を
推
進
し
、
助
言
を
行
う
等
の
業
務
に
携
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
中
外
法
律
の
差
異
が
合
作
双
方
の
聞
で
紛
争
を
惹
起
す
る
等
の

こ
と
が
多
く
、
外
国
法
の
知
識
不
足
が
問
題
の
解
決
を
妨
げ
て
い
る
と
の
認
識
か
ら
、
留
学
を
決
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
年
に
互
る
研
修
で
、
よ
う
や

く
日
本
商
法
の
知
識
も
深
ま
り
、
日
中
合
作
企
業
へ
の
対
応
に
つ
き
、
私
と
共
同
し
て
問
題
点
の
解
明
に
乗
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
矢
先
に
、
天
安
門
事

件
が
発
生
。
こ
の
共
同
作
業
は
一
頓
挫
を
来
た
し
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
当
初
は
、
中
華
人
民
共
和
国
中
外
合
作
企
業
法
の
内
容
の
分
析
を
通
じ

て
、
こ
れ
ま
で
合
弁
企
業
の
制
定
法
と
し
て
機
能
し
て
き
た
中
華
人
民
共
和
国
中
外
合
資
経
営
企
業
法
三
九
七
九
年
七
月
一
日
、
第
五
期
全
国
人
民
代

表
大
会
第
二
回
会
議
可
決
、
一
九
七
九
年
七
月
八
日
公
布
)
、
中
外
合
資
経
営
企
業
法
実
施
条
例
(
一
九
八
三
年
九
月
二

O
目
、
国
務
院
公
布
・
施
行
)

及
び
其
の
他
の
関
連
法
令
と
の
比
較
の
下
に
、
そ
の
実
態
を
解
明
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
そ
れ
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
へ
の
取

り
組
み
は
、
後
日
へ
譲
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
対
中
投
資
関
連
法
ガ
イ
ド
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
書
物
で
も
、
中
外
合
作
経
営
企
業
法
の

制
定
に
関
す
る
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
戴
君
に
そ
の
翻
訳
を
依
類
し
、
こ
れ
に
手
を
加
え
て
、
取
敢
ず
、
資
料
と
し
て
公
刊
す
る
こ
と
と
し
た
。

本
法
は
、
以
下
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
一
九
八
八
年
四
月
一
一
一
一
目
、
第
七
次
全
国
人
民
代
表
大
会
第
一
回
会
議
で
可
決
は
さ
れ
た
も
の
の
、
公
布
を
み
た

か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
実
施
条
例
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
恐
ら
く
基
本
法
の
公
布
は
あ
っ
て
も
、
中
外
合
資
経
営
企
業
法
実
施
条
例

其
の
他
多
数
に
及
ぶ
合
資
経
営
企
業
に
関
す
る
個
別
法
規
の
類
推
適
用
と
い
う
形
で
、
現
実
に
は
機
能
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
先
ず
こ
れ
ま
で
に
、
中
華
人
民
共
和
国
が
、
対
外
経
済
開
放
政
策
を
採
用
し
た
中
で
、
外
国
企
業
が
中
国
へ
直
接
投
資
を
し
て
、
企
業
活
動

を
行
う
形
態
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
外
国
投
資
家
投
資
企
業
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
前
述
の
中
外
合
資
経
営

企
業
、
中
外
合
作
経
営
企
業
に
加
え
て
外
資
企
業
の
三
形
態
が
あ
る
(
一
一
一
資
企
業
)
。

ω
中
外
合
資
経
営
企
業

通
常
、
中
外
合
弁
企
業
又
は
単
に
合
弁
企
業
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
中
国
領
土
内
に
お
い
て
「
合
弁
法
」
に
基
づ
き
、
中
国
政
府
の
認
可
を
受

け
て
設
立
さ
れ
、
中
国
法
人
と
し
て
の
地
位
を
取
得
し
、
中
国
の
法
律
の
管
轄
を
受
け
、
中
外
合
営
者
が
共
同
で
投
資
を
行
い
、
損
益
を
分
担
し
、
支
配

す
る
株
式
有
限
公
司
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
株
式
有
限
公
司
と
い
っ
て
も
株
券
の
発
行
は
な
く
、
株
主
の
地
位
は
原
則
と
し
て
、
譲
渡

禁
止
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
株
主
総
会
、
取
締
役
会
の
機
能
を
あ
わ
せ
有
す
る
董
事
会
が
置
か
れ
、
蔓
事
は
合
弁
当
事
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
直
接
に
任

命
・
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
、
法
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
よ
り
有
限
会
社
的
で
あ
り
、
所
有
と
経
営
が
未
分
離
の
会
社
と
い
っ
て
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よ
い
で
あ
ろ
う
う
。
な
お
、
そ
の
他
の
特
徴
と
し
て
は
、
こ
の
企
業
は
、
当
初
か
ら
合
弁
期
間
と
い
う
有
限
の
期
間
内
に
お
い
て
の
み
、
存
続
を
許
さ
れ

た
消
滅
予
定
企
業
で
あ
る
こ
と
。
解
散
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

倒
中
外
合
作
経
営
企
業

合
作
企
業
は
、
契
約
式
合
弁
企
業
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
は
、
契
約
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
各
合
作
当
事
者
か

ら
独
立
し
た
法
人
格
を
有
す
る
企
業
も
存
在
す
る
。
こ
の
企
業
の
設
立
、
運
営
を
規
律
す
る
基
本
法
が
、
こ
こ
で
資
料
と
し
て
掲
げ
た
中
外
合
作
経
営
企

業
法
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
制
定
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
、
こ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
内
容
を
有
す
る
企
業
が
数
多
く
設
立
さ
れ
、
企
業
登
記
も
行
わ
れ

て
い
る
な
ど
、
法
律
に
先
行
し
て
事
実
上
の
合
作
経
営
企
業
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
設
立
に
際
し
、
準
拠
す
べ
き
法
令
が
な
い
た
め
、

当
事
者
間
の
契
約
で
細
部
に
至
る
ま
で
の
取
り
決
め
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
構
造
が
今
回
の
制
定
法
中
に
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
他
に
、
こ
れ
ま
で
の
事
実
と
し
て
の
合
作
企
業
に
は
、
資
源
開
発
型
合
作
企
業
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
非
法
人
型
合
作
企

業
、
法
人
型
合
作
企
業
と
と
も
に
、
そ
の
す
べ
て
が
合
作
企
業
経
営
法
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

倒
外
資
企
業

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
外
国
側
一

O
O
%出
資
企
業
と
か
独
資
企
業
と
か
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
九
八
六
年
四
月
二
一
日
、
第
六

期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
四
国
会
議
で
可
決
さ
れ
た
外
資
企
業
法
に
よ
り
、
法
的
に
は
外
資
企
業
と
い
う
名
称
が
確
定
を
み
た
。
外
資
企
業
法
は
、
全
文

二
四
条
か
ら
な
り
、
施
行
細
則
が
な
い
た
め
、
内
容
に
不
明
確
な
点
が
多
い
が
、
外
資
企
業
も
合
作
企
業
と
同
様
に
、
法
よ
り
も
現
実
の
先
行
し
た
こ
と

が
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
連
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

一
九
八
七
年
八
月
末
ま
で
に
認
可
を
受
け
た
外
資
企
業
は
-
五
九
で
、
合
弁
、
合
作
企
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
八

O
O余
、
四
七
五

O
と
な
り
て

お
り
、
比
較
す
る
と
、
そ
の
数
は
圧
倒
的
に
少
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
、
外
資
企
業
法
に
よ
る
企
業
形
態
の
メ
リ
ッ
ト
が
具
体
的
に
一
万
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
、
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
(
別
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
七
年
九
月
末
ま
で
に
認
可
を
受
け
た
合
作
企
業
数
は
四
七
九
三
。
ま
た
契
約
金
額
は
一
ニ

一
・
二
四
億
米
ド
ル
、
実
際
の
使
用
外
国
資
本
額
は
三

0
・
0
一
二
億
米
ド
ル
に
達
す
る
と
さ
れ
て
い
る
)
。

以
上
、
資
料
と
し
て
の
中
華
人
民
共
和
国
中
外
合
作
経
営
企
業
法
の
内
容
を
以
下
に
示
す
に
当
り
、
簡
単
な
解
説
を
試
み
た
が
、
こ
の
解
説
は
、
糸
賀
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。
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紙
面
を
借
り
て
、
深
謝
し
て
お
く
。

中
華
人
民
共
和
国
中
外
合
作
経
営
企
業
法

(
一
九
八
八
年
四
月
一
一
一
一
日
、
第
七
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
一
回
会
議
可
決
)

第
一
条
外
国
と
の
経
済
、
合
作
及
び
技
術
の
交
流
を
拡
大
し
、
外
国
の
企
業
其
の
他
の
経
済
組
織
又
は
個
人
(
以
下
「
外
国
側
合
作
者
」
と
略
称
す

る
)
が
平
等
互
恵
の
原
則
に
基
づ
き
、
中
華
人
民
共
和
国
の
企
業
又
は
経
済
組
織
(
以
下
「
中
国
側
合
作
者
」
と
略
称
す
る
〉
と
共
同
し
て
、
中
国
領
土

内
で
中
外
合
作
経
営
企
業
(
以
下
「
合
作
企
業
」
と
略
称
す
る
〉
を
設
立
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
特
に
本
法
を
制
定
す
る
。

第
二
条
中
外
合
作
者
が
合
作
企
業
を
設
立
す
る
際
は
、
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
作
契
約
に
よ
っ
て
投
資
又
は
合
作
条
件
、
利
益
又
は
製
品
の
分
配
、

危
険
と
欠
損
の
分
担
、
経
営
管
理
方
式
と
合
作
企
業
終
了
時
の
財
産
の
帰
属
な
ど
の
事
項
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
作
企
業
が
、
中
国
法
律
の
法
人
条
件
の
規
定
に
合
致
す
る
場
合
に
は
、
中
国
法
人
の
資
格
を
得
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
政
府
は
、
法
に
し
た
が
っ
て
合
作
企
業
と
中
外
合
作
者
の
適
法
な
権
利
及
び
利
益
を
保
護
す
る
。

合
作
企
業
は
、
中
国
の
法
律
、
法
令
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
中
国
の
社
会
的
公
共
の
利
益
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

政
府
の
関
連
機
関
は
、
法
に
基
づ
き
合
作
企
業
を
監
督
す
る
。

政
府
は
、
製
品
を
輸
出
し
、
あ
る
い
は
先
端
技
術
を
有
す
る
製
造
業
の
合
作
企
業
の
設
立
を
奨
励
す
る
。

第
四
条

第
五
条

合
作
企
業
の
設
立
の
申
請
に
当
つ
て
は
、
中
外
合
作
者
の
調
印
し
た
協
議
、
契
約
、
定
款
な
ど
の
文
書
を
、
国
務
院
対
外
経
済
貿
易
主
管
部
門

又
は
国
務
院
に
権
限
を
授
け
ら
れ
た
部
門
と
地
方
政
府
(
以
下
「
審
査
認
可
機
関
」
と
略
称
す
る
)
に
届
け
出
て
、
そ
の
審
査
、
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

第
六
条

な
ら
な
い
。
審
査
認
可
機
関
は
、
申
請
受
理
後
四
五
日
以
内
に
、
認
可
又
は
不
認
可
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
作
企
業
を
設
立
す
る
申
請
が
認
可
さ
れ
、
認
可
証
書
の
受
領
後
三

O
日
以
内
に
、
工
商
行
政
管
理
総
局
に
登
記
し
、
営
業
許
可
-
証
を
受
領
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
作
企
業
の
営
業
許
可
証
の
発
行
日
を
も
っ
て
、
同
企
業
の
設
立
日
と
す
る
。

合
作
企
業
は
、
設
立
後
一
こ

O
日
以
内
に
、
税
務
局
に
税
務
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
七
条
中
外
合
作
者
は
、
合
作
期
間
内
に
協
議
に
よ
り
合
作
企
業
の
契
約
に
つ
い
て
、
重
大
な
変
更
を
す
る
こ
と
に
つ
き
、
同
意
す
る
場
合
に
は
、
審

査
認
可
機
関
に
そ
の
旨
を
申
請
し
、
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
変
更
内
容
が
、
法
定
の
工
商
登
録
項
目
、
税
務
登
録
項
目
に
か
か
わ
る
場
合
は
、

工
商
行
政
管
理
総
局
、
税
務
局
に
届
け
出
て
、
変
更
の
登
録
手
続
を
な
す
も
の
と
す
る
。
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第
八
条
中
外
合
作
者
の
投
資
又
は
提
供
す
る
合
作
条
件
は
、
現
金
、
現
物
、
土
地
使
用
権
、
工
業
所
有
権
、
技
術
ノ
ウ
ハ
ウ
及
び
其
の
他
の
財
産
的
権

利
で
あ
る
。

第
九
条
中
外
合
作
者
は
、
法
律
、
法
令
の
規
定
と
合
作
企
業
契
約
に
し
た
が
っ
て
、
期
限
ど
お
り
投
資
金
額
の
納
付
、
合
作
条
件
の
提
供
な
ど
の
義
務

を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
期
限
を
経
過
し
て
履
行
の
な
い
場
合
に
は
、
工
商
行
政
管
理
総
局
が
期
闘
を
限
定
し
て
履
行
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
限

定
期
間
を
経
過
し
て
履
行
の
な
い
場
合
に
は
、
審
査
認
可
機
関
及
び
工
商
行
政
管
理
総
局
は
、
政
府
の
関
連
規
定
に
基
づ
き
、
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

中
外
合
作
者
の
投
資
又
は
提
供
す
る
条
件
は
、
中
国
登
録
会
計
士
あ
る
い
は
関
係
部
門
が
確
認
し
、
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一

O
条
中
外
合
作
者
の
一
方
が
、
合
作
企
業
の
契
約
に
お
け
る
全
部
ま
た
は
一
部
の
権
利
・
義
務
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
他
方
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
審
査
認
可
機
関
に
申
請
し
て
、
そ
の
認
可
を
得
る
も
の
と
す
る
。

第
一
一
条
合
作
企
業
は
、
認
可
さ
れ
た
合
作
企
業
契
約
及
び
定
款
に
し
た
が
っ
て
、
経
営
管
理
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。
合
作
企
業
の
経
営
管
理
自

主
権
は
、
干
渉
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

合
作
企
業
に
は
董
事
会
又
は
連
合
管
理
機
構
を
置
き
、
合
作
企
業
の
契
約
及
び
定
款
の
規
定
に
よ
っ
て
、
合
作
企
業
の
重
大
問
題
を
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。
中
外
合
作
者
の
一
方
が
董
事
会
の
葦
事
長
又
は
連
合
管
理
機
構
の
主
任
を
担
当
す
る
場
合
、
他
方
は
副
董
事
長
、
副
主
任
を
担
当
す
る
。

董
事
会
又
は
連
合
管
理
機
構
は
、
合
作
企
業
の
日
常
経
営
管
理
を
担
当
す
る
総
経
理
を
任
命
又
は
招
鳴
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

総
経
理
は
、
董
事
会
又
は
連
合
管
理
機
構
に
対
し
て
、
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。

第
二
一
条

合
作
企
業
設
立
後
、
中
外
合
作
者
以
外
の
第
三
者
に
経
営
管
理
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
董
事
会
又
は
連
合
管
理
機
構
の
一
致
し
た
同
意
と
、
審
査
認

可
機
関
の
認
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
工
商
行
政
管
理
総
局
に
申
請
し
て
、
変
更
の
登
録
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
三
条

合
作
企
業
従
業
員
の
雇
用
、
退
職
、
報
酬
、
福
利
、
労
働
保
護
、
労
災
保
険
な
ど
の
事
項
は
、
法
律
に
基
づ
き
、
契
約
で
規
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。



144 

第
一
四
条

合
作
企
業
の
従
業
員
は
、
法
律
に
基
づ
き
労
働
組
合
を
結
成
し
、
労
働
組
合
活
動
を
展
開
し
て
、
従
業
員
の
適
法
な
利
益
を
維
持
、
擁
護
す

る
も
の
と
す
る
。

合
作
企
業
は
、
同
企
業
の
労
働
組
合
に
必
要
な
活
動
の
条
件
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
五
条
合
作
企
業
は
、
中
国
領
土
内
に
会
計
帳
簿
を
置
き
、
規
定
に
よ
り
会
計
書
類
を
届
け
出
て
、
税
務
局
の
監
督
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

合
作
企
業
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
中
国
領
土
内
に
会
計
帳
簿
を
置
か
な
い
場
合
に
は
、
税
務
局
は
罰
金
を
課
し
、
工
商
行
政
管
理
総
局
は
、
業

務
停
止
、
営
業
許
可
証
の
取
り
消
し
な
ど
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
ハ
条
合
作
企
業
は
、
営
業
許
可
書
を
も
っ
て
、
中
国
外
国
為
替
管
理
機
関
の
許
可
し
た
外
国
為
替
銀
行
又
は
其
の
他
の
金
融
機
関
に
外
貨
口
座
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
七
条
合
作
企
業
は
、
中
国
領
土
内
の
金
融
機
関
又
は
中
国
領
土
外
で
、
資
金
を
借
り
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。

中
外
合
作
者
に
よ
る
投
資
あ
る
い
は
合
作
条
件
と
し
て
の
資
金
借
り
入
れ
及
び
担
保
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
八
条

合
作
企
業
の
各
種
保
険
は
、
中
国
領
土
内
の
保
険
機
構
に
付
保
す
る
も
の
と
す
る
。

合
作
企
業
は
、
認
可
さ
れ
た
経
営
活
動
の
範
閤
内
で
、
当
該
企
業
の
必
要
な
物
資
を
輸
入
し
、
そ
の
製
品
を
輸
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
合
作
企
業
は
、
認
可
さ
れ
た
経
営
活
動
の
範
囲
内
で
、
必
要
な
原
材
料
、
燃
料
な
ど
の
物
資
を
、
国
内
市
場
あ
る
い
は
国
際
市
場
で
購
入
す
る
こ
と
が

第
一
九
条

で
き
る
。

第
二

O
条

合
作
企
業
は
、
自
ら
外
貨
収
支
の
均
衡
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
作
企
業
が
、
自
ら
外
貨
収
支
の
均
衡
を
は
か
れ
な
い
場
合
は
、

政
府
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
連
部
門
に
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
一
条

第
二
二
条

合
作
企
業
は
、
国
の
課
税
規
定
に
よ
り
納
税
し
、
か
つ
減
税
、
免
税
な
ど
の
優
遇
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
外
合
作
者
は
、
合
作
企
業
契
約
の
規
定
に
よ
り
、
利
益
又
は
製
品
の
分
配
を
受
け
、
危
険
及
び
欠
損
を
分
担
す
る
も
の
と
す
る
。

中
外
合
作
者
は
、
合
作
企
業
契
約
に
よ
り
、
契
約
期
間
満
了
時
に
合
作
企
業
の
固
定
資
産
の
総
て
が
、
中
国
側
合
作
者
に
帰
属
す
る
と
す
る
場
合
に
お

い
て
、
合
作
契
約
に
よ
り
事
前
に
合
作
期
間
内
に
、
外
国
投
資
者
が
投
資
回
収
の
決
定
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。

合
作
企
業
契
約
に
よ
り
、
外
国
側
合
作
者
が
所
得
税
を
納
付
す
る
前
に
、
投
資
を
回
収
す
る
場
合
は
、
税
務
局
に
申
請
し
、
当
該
部
門
が
政
府
の
課
税



規
定
に
よ
っ
て
、
審
査
、
認
可
を
行
う
も
の
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
外
国
側
合
作
者
が
、
事
前
に
合
作
期
間
内
に
投
資
を
回
収
す
る
場
合
は
、
中
外
合
作
者
は
、
関
違
法
律
の
規
定
と
合
作
企
業
契

約
に
し
た
が
い
、
合
作
企
業
の
債
務
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。

第
二
三
条
外
国
側
合
作
者
は
、
法
律
規
定
と
合
作
企
業
契
約
の
義
務
を
履
行
し
た
後
に
、
取
得
し
た
利
益
其
の
他
の
適
法
収
入
と
、
合
作
企
業
終
了
時

に
受
け
た
資
金
を
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
外
へ
送
金
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
作
企
業
の
外
国
籍
従
業
員
の
給
与
及
び
其
の
他
の
適
法
収
入
は
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
個
人
所
得
税
を
納
付
し
た
後
に
、
国
外
へ
送
金
で

き
る
も
の
と
す
る
。

第
二
四
条
合
作
企
業
は
、
そ
の
契
約
期
間
満
了
時
又
は
期
限
前
に
契
約
を
終
了
さ
せ
る
場
合
は
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
資
産
及
び
債
権
・
債

務
を
清
算
す
る
も
の
と
す
る
。

中
外
合
作
者
は
、
合
作
企
業
契
約
に
お
い
て
、
合
作
企
業
の
財
産
の
帰
属
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
作
企
業
は
、
そ
の
契
約
期
間
満
了
時
又
は
期
限
前
に
契
約
を
終
了
さ
せ
る
場
合
は
、
工
商
行
政
管
理
総
局
と
税
務
局
に
そ
の
旨
を
申
請
し
、
登
記
廃
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止
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
作
企
業
の
合
作
期
聞
は
、
中
外
合
作
者
の
協
議
に
よ
り
決
定
し
、
合
作
企
業
契
約
の
中
に
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
外
合
作
者
が
、

合
作
期
間
の
延
長
に
同
意
す
る
場
合
は
、
期
間
満
了
の
一
八

O
目
前
に
、
審
査
認
可
機
関
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
審
査
認
可
機
関
は
、
申
請
を

第
二
五
条

受
理
し
た
日
か
ら
三

O
日
以
内
に
認
可
又
は
不
認
可
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
六
条
中
外
合
作
者
が
、
合
作
企
業
の
契
約
、
定
款
の
定
め
を
履
行
す
る
過
程
で
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
は
、
協
議
又
は
調
停
に
よ
っ
て
解
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
外
合
作
者
が
、
協
議
、
調
停
を
望
ま
な
い
植
物
合
は
、
合
作
企
業
契
約
の
仲
裁
に
関
す
る
規
定
又
は
事
後
合
意
し
た
文
書
の
協
議
に

よ
り
、
中
国
の
仲
裁
機
構
又
は
其
の
他
の
仲
裁
機
構
に
仲
裁
を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

中
外
合
作
者
が
、
合
作
企
業
契
約
に
仲
裁
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
場
合
、
又
は
事
後
合
意
の
文
書
協
議
の
な
い
場
合
は
、
中
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
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起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
七
条

国
務
院
対
外
経
済
貿
易
主
管
部
門
は
、
本
法
に
よ
り
実
施
条
例
を
制
定
し
、
国
務
院
の
認
可
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
二
八
条

本
法
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

以

上


